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Naruto University of Education

１．連携教職課程に至る背景と経過①

■加速度的に進展する
情報化への対応（ICT機器の活用など）

■特別な支援を必要とする
子供たちの増加など、子供たちの多様化

■地域・家庭環境の変化に伴う
学校が担う役割の拡大

学校現場が抱える
課題の多様化・高度化

学校現場の課題

■教員需要が全国的に
減少傾向に転じる見込み

■標準授業時数が少ない教科を中心に
教員の新規採用数が非常に
少なくなっている自治体もある

個々の教員に求められる
役割の増加

教員の資質・能力の向上のために教員養成機能の高度化が必要
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Naruto University of Education

１．連携教職課程に至る背景と経過②

特に、実技系教科ではそれぞれの科目区分（分野）の中でも
多様な専門性を教授する必要

学生が教員免許状を取得するために
各校種・教科に応じた科目区分ごとの単位修得が必要

教員養成学部・大学の課題

教職課程開設大学で、科目区分ごとの科目開設が必要

単独大学が有する教育リソースには限度
すべての科目区分で専門家（専任教員）を配置することは困難

しかし・・・
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１．連携教職課程に至る背景と経過③

■参考：教科に関する専門的事項に関する科目区分（中学校）

音楽 美術 保健体育 技術 家庭

ソルフェージュ 絵画（映像メディア表現を
含む。）

体育実技 木材加工（製図及び実習を
含む。）

家庭経営学（家族関係学及
び家庭経済学を含む。）

声楽（合唱及び日本の伝統
的な歌唱を含む。）

彫刻 「体育原理、体育心理学、
体育経営管理学、体育社会
学、体育史」・運動学（運
動方法学を含む。）

金属加工（製図及び実習を
含む。）

被服学（被服製作実習を含
む。）

器楽（合奏及び伴奏並びに
和楽器を含む。）

デザイン（映像メディア表
現を含む。）

生理学（運動生理学を含
む。）

機械（実習を含む。） 食物学（栄養学、食品学及
び調理実習を含む。）

指揮法 工芸 衛生学・公衆衛生学 電気（実習を含む。） 住居学

音楽理論・作曲法（編曲法
を含む。）・音楽史（日本
の伝統音楽及び諸民族の音
楽を含む。）

美術理論・美術史（鑑賞並
びに日本の伝統美術及びア
ジアの美術を含む。）

学校保健（小児保健、精神
保健、学校安全及び救急処
置を含む。）

栽培（実習を含む。） 保育学（実習を含む。）

情報とコンピュータ（実習
を含む。）
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Naruto University of Education

１．連携教職課程に至る背景と経過④
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四国５国立大学による連携実績

＜教育研究＞
・e-Learningを活用した共同開講科目の開設（学部／単位互換）
・遠隔教育を活用した共同開講科目の開設（教職大学院／単位互換）
・教職員支援機構四国地域教職アライアンスセンターによる教員研修開発

＜入試＞
・AO入試等実施事業（インターネット出願の導入など）

＜防災＞
・四国５大学担当者＋４県担当課長による協議
・四国防災・危機管理特別プログラム（香川・徳島共同開設）の実施支援

＜産学連携＞
・四国産学官連携イノベーション共同推進機構協議会への参画

上記のほか、学長会議「四国国立大学協議会」及びその下位会議（理事・副学長等が出席）で、
地域創生、国際連携、ダイバーシティ推進に関することなどの協議を行う体制を構築



Naruto University of Education

１．連携教職課程に至る背景と経過⑤
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2017.  2.14 四国地区教職大学院連携協力推進協議会設置

2018.  3.  6 4教職大学院で単位互換協定

2018.  5.31 教員養成分野の連携事業を推進することを学長会議で確認

2019.  7.26 実技系科目で共同教職課程の具体化を検討することを協議

2019.11.18 共同教職課程の設置を検討する組織として「大学等連携推進法人（仮称）設置を

検討する委員会」を設置

2020.  6.  9 大学等連携推進法人認定と共同教職課程の設置に向けた検討組織を設置

・大学等連携推進法人（仮称）設置を検討する委員会

・一般社団法人設置準備委員会＋WG

・共同教職課程設置準備委員会＋WG

2021.  2.26 大学等連携推進法人に係る制度が施行

2021.  3.18 一般社団法人四国地域大学ネットワーク機構設立

2022.  3.31 大学等連携推進法人の認可

四国５国立大学による教職連携の経過
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Naruto University of Education

２．四国広域連携教職課程のねらい①
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高等教育に関する基礎データ（2017年基準＋2040年推計） H30.2.21中央教育審議会大学分科会
将来構想部会（第13回）資料より
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２．四国広域連携教職課程のねらい②

教育学部のリソースの制約の下で
幅広く専門領域の教育を行う

大学の連携により
地域性や現代的課題に応える教育を実現する

教職課程の豊富化 教職課程の特色化
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■人口減少社会における教員養成系学部・大学の役割

■それぞれの地域（県）における教員の養成だけでなく、教員研修、文化の振興

において重要な役割を果たしている。

■特定の地域(一つの大学）に教員養成機能を集約統合することは、被統合県の

人材育成、教員研修、地域文化の活性化に大きなダメージを与える。

人口減少 ⇒ 教員養成系の縮減 ⇒ 集約統合
という考え方に代わる連携のコンセプト

分散協働型の広域連携

四国教職連携の理念



Naruto University of Education

１． 連携教職課程に至る背景と経過

２． 四国広域連携教職課程のねらい

３． 連携教職課程の検討過程

４． 連携教職課程（第1期）の申請

５． 質保証の仕組み

12



Naruto University of Education

３．連携教職課程の検討過程①

検討体制

大学等連携推進法人申請準備WG

役割 大学等連携推進法人の申請に必要な以下事項の作業
・「大学等連携推進法人」への申請 等

構成員 各大学２名以内：事務責任者（事務局長、部課長等）

設置期間 令和2年6月～「大学等連携推進法人」認定完了まで
※認定完了後は廃止

連携教職課程
設置準備WG

（音楽）

連携教職課程
設置準備WG

（美術）

連携教職課程
設置準備WG

（保体）

連携教職課程
設置準備WG

（技術）

連携教職課程
設置準備WG

（家庭）

連携教職課程
設置準備WG

（情報）

役割 令和5年度連携教職課程の設置に必要な以下事項の実務作業
・令和5年度連携教職課程の編成
・課程認定申請書類（案）の作成 等

構成員 各教科毎の参画大学各4名程度：
教育学部長、授業担当教員、事務担当者等

設置期間 令和2年6月～「令和5年度連携教職課程」課程認定（申請）完了まで
※課程認定（申請）完了後～「連携教職課程部会（申請教科のみ）に
再編

※連携教職課程設置準備WGの運営は、各大学が分担して行う。

連携教職課程設置準備委員会

役割 令和5年度連携教職課程の設置に必要な以下事項の検討
・令和5年度連携教職課程の編成方針
・課程認定申請書類（WG案）の了承
・教学管理体制（質保証システム含む） 等

構成員 委員長：佐古副学長（入試・社会連携担当）（鳴門教育大学）
各大学３名以内：理事、副学長、教育学部長等

設置期間 令和2年6月～「令和5年度連携教職課程」課程認定（申請）完了まで
※課程認定（申請）完了後～「連携教職課程委員会」に改編

大学等連携推進法人申請準備委員会

役割 大学等連携推進法人の申請に向けた以下事項の検討
・「大学等連携推進法人」への申請 等

構成員 委員長：尾前事務局長（鳴門教育大学）
各大学２名以内：理事、副学長等

設置期間 令和2年6月～「大学等連携推進法人」認定完了まで
※認定完了後は廃止

大学等連携推進法人協議会

役割 「大学等連携推進法人」に係る諸事項の協議

構成員 各学長
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Naruto University of Education

３．連携教職課程の検討過程②

一般社団法人設立・大学等連携推進法人認定

■令和３年３月18日 一般社団法人四国地域大学ネットワーク機構 設立

■令和４年３月31日 大学等連携推進法人 認定
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Naruto University of Education

３．連携教職課程の検討過程③

課題

①各大学の将来構想との関連

②各大学の人事計画との調整

大学や教職課程に係る制度が変遷する中で、各大学独自
の将来構想と、５大学間共通の教職課程に係る将来構想
を整合させることの難しさ

例）教職課程に関して、学内での共通開設基準が緩和され、大学
ごとに異なる対応方法を採る可能性がある

専任教員の共有化をする中で、各大学が有する人事権と、
連携教職課程における必要専任教員数の担保を調整する
ことの難しさ

例）連携教職課程の専任教員が退職する場合、大学間で人事情報
を共有していないと必要専任教員数を満たさなくなる可能性
がある

③学年歴・時間割等の調整

大学間での、セメスター制・クォーター制の違い、授業
時間帯の違いなどを調整することの難しさ

例）総合大学も含む連携教職課程であり、連携教職課程の該当学
部の授業時間割を変更すると、他学部の授業時間割にも影響
する可能性がある

15

教育職員免許法上、実技系教科では実習を含む授業科目
が必要であり、距離の離れた大学間連携での実習科目実
施の難しさ

④実習を含む科目の実施方法

ライブ配信授業を受信する大学での教員（又は授業補助
者）を配置することの難しさ
また、授業補助者等に対する授業内容の事前説明などの
難しさ

⑤ライブ配信授業時の教員（授業補助者）
等の配置
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Naruto University of Education

４．連携教職課程（第1期）の申請①
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Naruto University of Education

４．連携教職課程（第1期）の申請②
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教職課程認定基準
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４．連携教職課程（第1期）の申請③

申請校種・教科・構成大学

教員免許種
徳島
大学

鳴門教育
大学

香川
大学

愛媛
大学

高知
大学

美術（中・高一種） 〇 〇 〇

家庭（中・高一種） 〇 〇 〇

情報（高一種） 〇 〇 〇 〇
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Naruto University of Education

４．連携教職課程（第1期）の申請④

連携開設科目（美術）

科目領域 授業科目名称
開設大学・単位数

徳島 鳴門教育 香川

絵画（映像メディア表現を含
む）

絵画演習Ⅰ 2

絵画演習Ⅱ 2

絵画ⅡＡ 1

絵画ⅡＢ 1

彫刻 彫刻特別演習 2

デザイン 映像メディア表現 2

工芸 工芸演習 2

美術理論及び美術史

先端芸術表現理論 2

美術理論・美術史 2

美術教育の未来を考える 2

20世紀の美術理論と現在 2

各教科の指導法
美術科教育法Ⅰ 2

美術科教材開発実践研究 2

大学が独自に設定する科目 地域ワークショップデザイン 2
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Naruto University of Education

４．連携教職課程（第1期）の申請⑤

連携開設科目（家庭）

科目領域 授業科目名称
開設大学・単位数

鳴門教育 香川 高知

家庭経営学
生活課題の調査と分析 1

家庭経営学 2

被服学 テキスタイル基礎科学 2

食物学

食物学特論 1

食物学総論 1

食物学Ⅱ 2

住居学 住居学 2

保育学
保育学 2

保育学Ⅱ 2

複合科目
持続可能な生活づくり 2

家庭科内容構成 2

各教科の指導法

中等家庭科教育特論 2

中等家庭科実践研究 2

中等家庭科指導法 2
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Naruto University of Education

４．連携教職課程（第1期）の申請⑥

連携開設科目（情報）

科目領域 授業科目名称
開設大学・単位数

鳴門教育 香川 愛媛 高知

情報社会・情報倫理
情報社会と情報倫理 2

情報社会・情報倫理 1

コンピュータ・情報処理

ヒューマンインタフェース 2

プログラミング言語Ⅰ 2

データ構造とアルゴリズム 2

情報工学Ⅰ 2

情報工学Ⅱ 2

情報システム
計測・制御システムの設計 2

情報システム開発演習 2

情報通信ネットワーク 情報通信ネットワーク論 2

マルチメディア表現・マルチメ
ディア技術

マルチメディア技術 2

デジタル画像処理 2

情報と職業

情報変革と職業 2

情報・職業 2

情報と職業 2

各教科の指導法

情報科教育特論 2

情報科教育授業論 2

情報科教育法１ 2
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Naruto University of Education

４．連携教職課程（第1期）の申請⑦

授業科目例

「先端芸術表現理論」（徳島）

「美術教育の未来を考える」（鳴門）

「20世紀の美術理論と現在」（香川）

美術科を目指す高校生でも知っている著名な作家を講師として招くことで、最先端の芸術表現に
ついて学ぶ機会をつくり、実技の表現力と理論の向上を図る。また、美術科に進学しようとして
いる高校生への訴求力を高める。

持続可能な社会と美術教育、世界の美術教育の動向、インクルーシブ教育と美術教育、美術教育
とテクノロジーなど、これからの美術教育を考える上で欠くことのできないテーマを、それぞれ
の分野で研究している研究者や企業等を講師に招聘して学びを深め、視野を広げる。

美術教育の基盤的な理論についてその分野に詳しい研究者を外部講師として招聘し、美術科教育
の研究に資する知識や能力を高める。

単独大学のリソースでは実施困難な、連携教職課程ならではの科目を開設予定

以下の科目は、科目のデザインから、講師の招聘、オンデマンドコンテンツの作成まで
３大学の教員が相互のネットワークを活用するなど、連携して進める
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Naruto University of Education

４．連携教職課程（第1期）の申請⑧

授業方法

（参考）大学設置基準等の一部を改正する省令等の施行等について（令和３年２月26日通知）

第６ 留意事項 (4) 連携開設科目実施上の工夫について

連携開設科目を開設する際に一の授業科目を履修する学生数が多数となる場合や大学設置基準第25条第２項等に基づき遠隔授業を行う場合には，
授業の実施方法について適切に工夫することが求められること。
授業の実施に当たり，学生に大学間での移動を求める場合には，集中講義や時間割の配慮等，負担過重を防ぐ工夫が求められること。
連携開設科目の実施に当たり，複数の教員が一の授業科目を担当する場合には，教育効果を十分にあげられるような適当な人数とすることに留意

すること。また，試験やレポートの採点や成績評価を共同して行う場合には，採点・成績評価・単位認定等の基準の統一を図り，ばらつきの生じな
いようにする必要があること。これらの基準については，上記(3)の協議の場において大学間で適切に協議を行うこと。

検討過程での四国５国立大学長合意（令和３年７月15日）

（１）授業開講方式としては、オンラインの特長を活かした授業を取り入れるとともに、授業の特性や教育効果、
担当者の負担等を勘案して、学生移動方式や授業者移動方式など多様な開講方式を工夫する。

（２）実技に関する授業については、集中講義を活用して複数大学の学生が参加できる方法などを積極的に取り
入れる。

上記学長合意を踏まえ、教科ごとのWGで授業開講方法を検討
オンライン授業になじまない実技系授業は、多様な開講方法で対応

（学生移動・教員移動による集中講義など）
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４．連携教職課程（第1期）の申請⑨

四国地域の授業開講方法の特色例

教員養成学部の中で実技系教科を専攻する学生数は比較的少ない傾向

連携教職課程によって、他大学の学生が相互に大学の授業を履修する中で学生交流が深化

学生間の切磋琢磨による学生意識の向上

①学生間の交流・連携が生まれる

25

学生の交流を促すために、授業科目によっては、あえてオンラインやオンデマンドだけでなく、
対面での授業を取り入れる

②学生間の交流の促進

教職課程の豊富化・特色化に加え、学生交流による好影響を期待

鳴門教育大学
コース別募集人員

音楽 図工・美術 体育・保体 技術 家庭

6 6 8 6 6
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４．連携教職課程（第1期）の申請⑩

26

教員志望者を四国に呼び込む魅力ある教職課程

「教員養成は四国から」

・幅広い領域をカバーする教員組織

（学生にとっての豊富化）

・自大学で開設困難な授業の提供

・四国の文化，地域性を活かした授業

・複数大学が交流し合う授業

・地域の活性化に貢献する授業

・ICTの高度活用

学修者本位の観点から、大学連携による教職課程の高度化を実現

・四国の中は近くて遠い（交通インフラの問題）

・各大学の教員養成の方針（経営戦略）のズレ

・連携開設科目に係る経費、負担

・実技系の授業での困難（遠隔を使うことの限界）
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４．連携教職課程（第1期）の申請⑪

制度上の課題

連携教職課程の設置要件

教職課程認定基準（抄）
９ 連携教職課程を設置する場合の要件

（３）連携教職課程に開設する授業科目については、学生が自らが在籍する学科等におい
て、以下の表に定める単位数以上を修得するものとして必要な単位数をそれぞれ開設
するとともに、自らが在籍しない大学の学科等のいずれかにおいて、以下の表に定め
る単位数以上を修得するものとして必要な単位数をそれぞれ開設しなければならない。

教職課程 単位数

中学校教諭

専修免許状 ３

一種免許状 ８

二種免許状 ５

（略）
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４．連携教職課程（第1期）の申請⑫

制度上の課題

①連携開設科目の取り扱い

A大学 B大学

自ら開設する科目 自ら開設する科目

いずれかの大学の開設科目として共有

A大学 B大学

自ら開設
する科目

自ら開設
する科目

共同開設
科目

共同開設
科目

複数大学で共同して科目開設

複数大学で連携して特色ある授業科目を開設する場合も、開設大学を定める必要

開設大学となる大学の学生は「他大学から修得する８単位」の範囲外

28

共同開設科目も「他大学分」と位置付けられると
・特色ある科目設定が可能
・学生の負担感軽減
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４．連携教職課程（第1期）の申請⑬

制度上の課題

②５大学連携の場合の連携開設科目の開設条件

学生が在籍しない大学において、各大学それぞれ８単位の開設が求められる
（他大学が２大学ある場合：８単位 × ２大学 ＝ 16単位）

四国のように連携大学が多数である場合

学生が「他大学から修得する８単位」以上の開設のみになれば
授業科目数が膨大にならず、体系的なカリキュラム編成が可能

（各大学の効率的な教学運営にもつながる）

A大学 B大学 C大学

自ら開設する科目 自ら開設する科目 自ら開設する科目
8単位
以上

8単位
以上

8単位
以上

8単位
以上

8単位
以上

8単位
以上
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１． 連携教職課程に至る背景と経過

２． 四国広域連携教職課程のねらい

３． 連携教職課程の検討過程

４． 連携教職課程（第1期）の申請

５． 質保証の仕組み
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５．質保証の仕組み

（１）教学管理体制の構築

31

大学等連携推進法人協議会

○各学長で構成
○大学等連携推進法人に係る協議

連携教職課程委員会

○副学長・学部長等で構成
○大学間申合せ・評価基準の調整

連携教職課程部会

○各課程の専任教員で構成
○具体のカリキュラム内容の調整

（２）自己点検・評価

（３）外部からの評価

①連携開設科目に係る授業評価 学生の学修プロセス評価

②各大学の自己点検・評価 教育課程・組織等に係る自己点検・評価（免許法施行規則第22条の８）

（４）改善に向けた取組

①定期的な実地視察 定期的に実地視察を受入れ

②情報公開 教員養成の状況に係る情報公開（免許法施行規則第22条の６）

自己点検・評価結果の情報公開（免許法施行規則第22条の８）

以下は構想段階のものであり、今後、５大学間で検討・協議をしていく

①共同FDの実施 異なる大学の教員間によるFD
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ご清聴
ありがとうございました


